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第１ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の概要

１． 総合事業の概要

（１）総合事業の趣旨

○ 市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサ

ービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対

する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す。

○ 要支援者等については、掃除や買い物などの生活行為の一部が難しくなっているが、排

せつ、食事摂取などの身の回りの生活行為は自立している者が多い。このような要支援

者の状態を踏まえると、支援する側と支援される側という画一的な関係性ではなく、地

域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、

自立意欲の向上につなげていくことが期待される。

 介護保険法 第 115 条の 45 第１項

 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成 27 年

３月 31 日 厚生労働省告示第 196 号）

 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成 27 年６月５日 老発

0605 第５号）
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（２）総合事業の概要

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、介護予防給付として

サービス提供する。

○ 地域包括支援センター（または委託を受けた居宅介護支援事業所）によるアセスメント

により、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業）のサービ

スと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせることが可能。

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみを利用する場合は、要介護認定等

を省略し、基本チェックリストで判定することによって「介護予防・生活支援サービス

事業対象者」（以下「事業対象者」という。）として迅速なサービス利用が可能。

要支援者 チェックリスト該当者 一般高齢者

アセスメントの実施

訪問看護、福祉用具等

介護予防・生活支援サービス事業

①訪問型サービス ②通所型サービス

一般介護予防事業

介護予防給付

総合事業

すでにサービスを利用していた場合に限り、要介護となった後も引き続き生活支援型訪問サービ

ス、困りごと支援型、地域支えあい型訪問サービスを利用できます。

なお、要介護者でも困りごと支援型、地域支えあい型訪問サービスのみの利用の場合は、介護予防

ケアマネジメントのケアマネジメント Cとなり、地域包括支援センターがプラン作成します。



3

（３）総合事業を構成する各事業の内容及び対象者

① 介護予防・生活支援サービス事業

要支援者及び基本チェックリストに該当した事業対象者とする。

事業 内容

訪問型サービス
要支援者等に対し、介護予防を目的として行う掃除、洗濯等

の日常生活上の支援

通所型サービス
要支援者等に対し、介護予防を目的として行う、機能訓練や

集いの場など日常生活上の支援

介護予防

ケアマネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供

するための支援

② 一般介護予防事業

高齢者及びその支援のための活動に関わるものを対象とする。

事業 内容

介護予防把握事業
収集した情報等を活用することにより、閉じこもり等の何ら

かの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防

普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動

支援事業
住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業

評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一

般介護予防事業の評価を行う

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議、住民主

体の通いの場所等において、リハビリ専門職等による助言等を

実施。ケアマネジャー等プラン作成者とともに訪問し、住宅改

修、福祉用具の利用等に関する助言を実施
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２．本市の総合事業

（１）相談からサービス利用までの流れ

① 地域包括支援センター、介護保険課に相談

相談者から相談内容や生活での困りごとを聴き取り、総合事業の主旨の説明を行

う。明らかに要介護認定等申請をする必要がなく、基本チェックリストを活用して

迅速なサービス事業の利用を希望される場合に、基本チェックリストの案内をする。

一般介護予防事業の利用のみを希望している場合は、基本チェックリストの実施は

不要とする。

※基本チェックリストの活用の対象は、第１号被保険者に限られるため、第２号被

保険者に関しては、要介護認定等申請を行う。

② 基本チェックリストの実施、判定等

本人（相談者）に基本チェックリストを記入してもらう。本人が来所できない場

合は、電話や家族の来所による相談に基づき、本人の状況や相談内容等を聴き取る。

対象者には、各質問項目の趣旨を理解していただいた上で回答してもらうことが

必要なため、趣旨が理解できない場合は要介護認定等申請を行う。期間を定めてい

ない項目は現在の状況を回答してもらい、習慣を問う質問項目については、頻度も

含め、本人の判断に基づき回答してもらう。判定は次ページの基準による。

基本チェックリストを実施した後、基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメ

ント依頼届書・介護保険被保険者証を合わせて市に提出し、事業対象者と記載され

た介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の交付を受ける。

※総合事業におけるケアプランの自己作成に基づく利用は不可

③ 介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター又は委託先居宅介護支援事業所は、要支援者・事業対象者

宅に訪問し運営規程を説明して同意を得た上で、介護予防ケアマネジメントを開始

する。アセスメント（課題分析）を行い、その結果に基づきケアプラン原案の作成、

サービス担当者会議等を行う。サービス担当者会議では、自立を支援するために必

要な支援について検討する。

基本チェックリスト該当による事業対象者については、主治医意見書がないため、

かかりつけ医との連携が特に重要である。

④ 総合事業の利用開始

要支援者・事業対象者はケアプランに同意した上でサービス提供事業者との契約

を締結し、総合事業の利用を開始する。
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基本チェックリスト（次ページ）による事業対象者に該当する基準

① No.1～20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当

② No.6～10 までの５項目のうち３項目以上に該当

③ NO.11～12 の２項目のすべてに該当

④ No.13～15 までの３項目のうち２項目以上に該当

⑤ No.16 に該当

⑥ No.18～20 までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当

⑦ No.21～25 までの５項目のうち２項目以上に該当

このチェックリストにおける該当とは、回答部分に「はい 1」「いいえ 1」に該当するこ

とをいう。

No.12 については、ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が 18.5 未満の場

合をいう。

基本チェックリストの活用について

① No.1～20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当 → 複数項目に支障

② No.6～10 までの５項目のうち３項目以上に該当 → 運動機能低下

③ NO.11～12 の２項目のすべてに該当 → 低栄養状態

④ No.13～15 までの３項目のうち２項目以上に該当 → 口腔機能低下

⑤ No.16 に該当 → 閉じこもり

⑥ No.18～20 までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当 → 認知機能低下

⑦ No.21～25 までの５項目のうち２項目以上に該当 → うつ病の可能性

基本チェックリストの該当項目のみで、サービスの利用を判断せず、低下している機

能の目安として活用し、総合的に判断すること。
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①地域包括支援センター又は市に相談

（パンフレット等を使用して分かりやすく説明）

②基本チェックリストの実施

要支援・要介護認定申請

要支援・要介護認定
③事業対象者

④介護予防ケアマネジメントの実施

（地域包括支援センター等が実施）

要介護

1～5

要支援

1～2

非該当

（事業対象者の場合）

居宅(施設)サービス

計画の作成

介護予防サービス

計画の作成

○一般介護予防事業

○介護予防・生活支

援サービス事業

・困りごと支援型、

地域支えあい型

訪問サービス

（全ての高齢者が

利用可）

○介護予防・生活支

援サービス事業

・訪問サービス

・通所サービス

（・介護予防ケアマ

ネジメント）

○介護予防サービス

・訪問看護

・福祉用具 等

○地域密着型介護予防

サービス

○居宅サービス

・訪問介護

・通所介護

・訪問看護 等

○地域密着型サービス

○施設サービス

相談者

非該当

該当

⑤総合事業 介護予防給付 介護給付
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（２）介護予防・生活支援サービス事業の内容

① 訪問サービス

ア 予防専門型

人員基準を満たした職員配置のもと、事業所のホームヘルパー等が家庭を訪

問して、利用者の生活機能の維持・向上など自立支援の観点から、身体介護、生

活援助サービスを提供

イ 生活支援型

予防専門型の人員基準を緩和し、介護予防訪問介護事業所、シルバー人材セン

ター、NPO 法人や協同組合、民間事業者等に所属する一定の講習修了者等が家庭

を訪問して、自立を目指した相談・指導のもと、日常の掃除・洗濯・家事等の生

活援助サービスを提供

ウ 困りごと支援型

シルバー人材センター、NPO 法人や協同組合等の非営利団体により、一定の講

習（介護保険課、愛知県シルバー人材センター、事業所の実施する研修等）を受

講した有償ボランティア等が、電球の交換、家具の移動、草取り等、日常のちょ

っとした困りごとに対する生活支援サービスを提供

エ 地域支えあい型

NPO 団体等により、学区福祉委員会や町内会との連携のもと、一定の講習（介

護保険課、愛知県シルバー人材センター、事業所の実施する研修等）を受講した

団体に登録された地域の元気な高齢者等の無償ボランティアが、ごみ出し、買い

物支援、電球の交換等、日常のちょっとした困りごとに対する生活支援サービス

を提供（併せて、地域力の再生に取組む）

② 通所サービス

ア 予防専門型

人員基準を満たした職員配置のもと、デイサービスセンター等の施設におい

て、入浴や食事その他の日常生活に必要な介護サービスのほか、自宅までの送迎

サービスも提供。

イ 短期集中型

岡崎市が委託したデイサービスセンター等の施設において、自立した生活を

目指し、「岡崎市介護予防・認知症予防プログラム」を 6か月間実施。リハビリ

専門職による訪問を１～３回実施。

③ 介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センターが、利用者の心身の状態や希望等を踏まえて、ケアプラン

を作成し、併せてサービス事業者等との利用調整を実施。
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（３）その他の留意点等

事業対象者について

ア 支給限度額・サービス提供頻度

事業対象者の支給限度額は、予防給付の要支援１と同じ 5,032 単位です。

ただし、基本チェックリストによる事業対象者において、要支援２相当で限度

額を変更する必要がある場合は、介護保険課に事前に相談をしてください。

イ 有効期間の設定

基本チェックリストに該当した事業対象者について、有効期間の設定はあり

ません。

なお、サービス利用が 1年（月単位）なかった場合は、再度基本チェックリス

トを受ける必要があります。

ウ 利用者負担

介護給付の利用者負担割合と同等の取扱いです。

保険料を滞納している方が介護サービスを受けた時にとられる給付制限は、

総合事業について適用しません。

エ 住所地特例者の利用

住所地特例者については、施設所在地である市町村で、基本チェックリストの

実施及び総合事業のサービス利用を行います。
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（４）一般介護予防事業の内容

類型 分類 概要

①介護予防把

握事業
介護予防把握

75 歳以上で前年度に健康診査未受診者であ

り、かつ要介護認定及び要支援認定のない方

について、「基本チェックリスト」を送付し、

介護予防の必要な方を把握し、介護予防事業

の参加につなげる。

②介護予防

普及啓発

事業

介護予防教室

高齢者全体に広く介護予防を推進するため、

市民センター、地域福祉センター等において

健康体操やストレッチ、介護予防をテーマに

した講話や認知症・うつ・閉じこもり予防教

室を開催する。

普及啓発

市民に対し、介護予防に資する知識を普及啓

発するためのパンフレット等の作成及び配

布、また介護予防に関する講演会や出前講座

を開催する。

③地域介護

予防活動

支援事業

地域介護予防活動

小学校区単位で開催される学区福祉委員会

主催の介護予防の通いの場に対し、自主活動

の支援を行う。

住民主体型通いの場

活動

地域住民が主体的に行う介護予防に資する

通いの場であり、市が指定する介護予防体操

を行う通いの場に対し、自主活動の支援を行

う。

④一般介護

予防事業

評価事業

一般介護予防事業評価
一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点

から、介護予防効果の検証を実施する。

⑤地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰｼｮﾝ活動

支援事業

地域

リハビリテーション

活動支援

地域における介護予防の取組みを強化する

ため、住民への出前講座、住民主体の通いの

場、介護サービス事業所等への技術的助言を

行う。ケアプラン作成者に対して訪問に同行

し、住宅改修や福祉用具の利用などケアマネ

ジメント支援を行う。
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第２ 総合事業における岡崎市のサービスの基準等について

１．予防専門型サービスについて

（１）対象者

要支援２、要支援１、事業対象者のうち予防専門型サービスが必要な者

（２）要支援１・事業対象者の予防専門型通所サービスの利用について

要支援１及び市が実施する基本チェックリストで事業対象者と判断されたかたのう

ち、通所サービスの利用を希望される場合は、原則、短期集中型通所サービスを利

用すること。ただし、短期集中型通所サービスの利用が困難で以下に示す状態像の

目安・基準に該当するかたについては、予防専門型通所サービスを利用することが

できる。

区分 状 態 像 の 目 安 基 準

予
防
専
門
型
通
所
サ
ー
ビ
ス

① 疾病により歩行に支障があ

り、送迎がないとサービスの

利用ができないかた

主治医意見書の「障害高齢者の自立

度」のランクが「Ａ２」以上

② 日常生活に支障をきたすよう

な認知症の症状・行動や意思

疎通の困難さがみられるかた

主治医意見書の「認知症高齢者の自立

度」のランクが「Ⅱｂ」以上又は主治

医意見書の疾病欄に認知症と記載があ

る場合

③ 精神疾患等の疾病があり、環

境の変化が病状等の悪化につ

ながるおそれがあるかた

・主治医意見書の疾病欄にがんと記載

がある場合又は医療費助成対象疾病

（指定難病）である場合

・精神疾患により主治医意見書にうつ

病、躁うつ病と記載がある場合、精神

障害者保健福祉手帳を取得している場

合又は自立支援医療対象者の場合

④ ①～③以外で市が認めるかた

別紙「予防専門型通所サービスの利用

について」を市へ提出し、協議の結

果、予防専門型通所サービスの利用が

認められた場合

※④の場合は、別紙様式（次頁参照）を市（長寿課予防係）に提出の上、協議を

してください。



14

令和 年 月 日

（宛先）岡崎市長

住所

TEL FAX

事業者名

担当者名

予防専門型通所サービスの利用について（協議）

○○○○様について、ケアマネジメントの結果、予防専門型通所サービス利用の状態像

の目安④に該当すると判断しました。

つきましては、予防専門型通所サービスの利用の可否について下記のとおり協議しま

す。

記

利用者情報

氏名 性別 生年月日

住所 区分

予防専門型通所サービス利用の状態像の目安④に該当すると判断した理由

【予防専門型通所サービス利用の状態像の目安】

① 疾病により歩行に支障があり、送迎がないとサービスの利用ができないかた

② 日常生活に支障をきたすような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さがみられるかた

③ 精神疾患等の疾病があり、環境の変化が症状等の悪化につながる恐れがあるかた

④ ①～③以外で市が認めるかた

※介護予防サービス・支援計画書を作成されている場合は、併せてご提出ください

別紙
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（３）報酬体系

単価報酬と包括報酬を組み合わせた報酬体系。

２．生活支援型訪問サービスについて

（１）提供するサービス

厚生労働省通知平成 12 年 3 月 17 日老計第 10 号「訪問介護におけるサービス行為

ごとの区分等について」2-0 から 2-6 に定める生活援助

（２）講習の実施

介護保険課、愛知県シルバー人材センター、事業所の実施する研修等の受講者も介

護従事者としてサービス提供が可能

（３）介護報酬 （1単位の単価は 10 円）

報酬
（１回あたり）

220 単位

※1回あたり 1時間程度のサービスを想定

３ 短期集中型通所サービスについて

（１）提供するサービス

「岡崎市介護予防・認知症予防プログラム」を参考に、通所と訪問を組み合わせ

たリハビリテーションを中心としたサービス

サービス終了後は、地域の通いの場への参加等により主体的に健康づくりや介護

予防に取り組むことを基本とし、利用期間は６か月間

（２）委託料

通所（１回あたり）

5,000 円（送迎無）

5,500 円（送迎有・片道）

6,000 円（送迎有・往復）

訪問（１回あたり） 9,500 円

訪問（通いの場支援有・60 分以上） 19,000 円

※遠方加算として、送迎距離が片道５㎞を超える毎に片道 250 円（往復 500 円）を加

算
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予防専門型訪問サービスに関する基準と生活支援型訪問サービスに関する基準との相違点

予防専門型訪問サービスの基準 生活支援型訪問サービスの相違点

基本方針

人員に関する基準

（訪問介護員等）

介護従業者については、必要数を配

置。一定の講習受講者もサービス提

供可能。サービス提供責任者相当の

訪問事業責任者については、介護福

祉士または介護職員初任者研修資格

修了者であること

（管理者） 同程度の基準（常勤専従・兼務可）

設備に関する基準（設備及び備品等） 同程度の基準

運営に関する基準

（管理者及びサービス提供責任者の責務）（勤務体

制の確保等）（運営規程）（内容及び手続の説明及

び同意）（提供拒否の禁止）（サービス提供困難時

の対応）（受給資格等の確認）（要支援認定の申請

等に係る援助）（心身の状況等の把握）（介護予防

支援事業者等との連携）（第１号事業支給費の支給

を受けるための援助）（介護予防ケアプランに沿っ

たサービスの提供）（介護予防ケアプランの変更の

援助）（身分を証する書類の携行）（サービスの提

供の記録）（利用料等の受領）(感染症対策の強化)

（業務継続に向けた取組の強化）（人員配置基準

における両立支援への配慮）（ハラスメント対策

の強化）（高齢者虐待防止の推進）

同程度の基準

（介護等の総合的な提供） 規定なし

（同居家族に対するサービス提供の禁止）（利用者

に関する市への通知）（衛生管理等）（緊急時等の

対応）（ファイルの据え置き等掲示以外の方法）

（秘密保持等）（広告）（介護予防支援事業者等に

対する利益供与の禁止）（苦情への対応）（地域と

の連携）（事故発生時の対応）（会計の区分）（記録

の整備）

同程度の基準

※利用に関する記録は 5年保存

（暴力団の排除）
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予防専門型通所サービスに関する基準

予防専門型通所サービスの基準

基本方針

人員に関する基準

（従業者の員数）

（管理者）

設備に関する基準

運営に関する基準

（管理者の責務）（勤務体制の確保等）（運営規程）（内容及び手続の説明及び同意）（提供拒否

の禁止）（サービス提供困難時の対応）（受給資格等の確認）（要支援認定の申請等に係る援

助）（心身の状況等の把握）（介護予防支援事業者等との連携）（第１号事業支給費の支給を受

けるための援助）（介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供）（介護予防ケアプランの変更

の援助）（サービスの提供の記録）（利用料等の受領）（定員の遵守）（利用者に関する市への通

知）（衛生管理等）（緊急時等の対応）（ファイルの据え置き等掲示以外の方法）（秘密保持等）

（広告）（介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止）（苦情への対応）（地域との連携）

（事故発生時の対応）（非常災害対策）（会計の区分）（記録の整備）(感染症対策の強化）

（業務継続に向けた取組の強化）（人員配置基準における両立支援への配慮）（ハラスメン

ト対策の強化）（高齢者虐待防止の推進）

（暴力団の排除）
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第３ 総合事業の指定申請について

岡崎市においては、事業者指定の申請を以下の通り受け付けています。

１．対象種別

① 予防専門型訪問サービス

② 生活支援型訪問サービス（一体型）・・・訪問介護等と同一の事業所で一体的に行う

場合

③ 生活支援型訪問サービス（単独型）

④ 予防専門型通所サービス

２．申請方法

１）指定申請について

申請先：介護保険課事業所指定係（電話：0564-23-6646）

提出方法：電話で予約の上、持参

指定日は「毎月 1日」のみとし、前々月の末日を申請期限とします。電話で予約の上、

窓口に持参してください。

指定申請書類

「指定申請書」に対象種別ごとに必要となる書類を添付して申請してください。

様式等につきましては、ホームページを御確認ください。

２）その他

（1）定款の目的について

「前各号に附帯する一切の業務」といったような内容の文言の記載がない場合は、法

人の定款の目的欄の記載を追加していただく必要がありますのでご注意ください。

定款の変更には、法人によっては時間を要しますのでご注意ください。社会福祉法人

や医療法人、NPO 法人等定款変更につき所轄庁の認可が必要な法人種別によっては、特

にご注意ください。

上記「１②③」…「介護保険法に基づく第１号訪問事業」と記載するか、もしくは「介

護保険法に基づく生活支援型訪問サービス」と記載する。

（2）建築基準法及び消防法について

上記「１④」については、建築基準法及び消防法を満たした建物でないと実施できま

せん。物件選定を始める場合は、早めに担当課に確認してください。
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第４ 利用者との取り交わし等が必要な書類一覧

訪問サービス

予防専門型

・契約書

・重要事項説明書

・個人情報使用同意書

・運営規程

生活支援型

・契約書

・重要事項説明書

・個人情報使用同意書

・運営規程

困りごと支援型

地域支え合い型
特に契約書等は必要としません。

通所サービス

予防専門型

・契約書

・重要事項説明書

・個人情報使用同意書

・運営規程

短期集中型
・短期集中型通所サービス（介護予防・認知

症予防プログラム）参加同意書

（参考：一般介護予防事業）

教室型

地域活動型
特に契約書等は必要としません。

今後、国の通知等によっては同意に対する扱いが変わる場合があります。
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第５ 総合事業における各サービスの計画書等について

総合事業における各サービス種別について、必要となる計画書等は以下のとおりです。

訪問サービス

予防専門型 ⇒ 予防訪問介護計画が必要

生活支援型 ⇒ 原則、予防訪問介護計画が必要

（簡略化した計画でも可）

（参考）

困りごと支援型・地域支え合い型 ⇒ 特に必要とせず

通所サービス

予防専門型 ⇒ 予防通所介護計画が必要

短期集中型 ⇒ 短期集中型通所サービス計画書が必要

（参考：一般介護予防事業）

教室型・地域活動型 ⇒ 特に必要とせず

※「簡略化した計画」について

 「援助目標」、「本人の目標」についてはケアプランに基づいて作成

 サービス内容は「自立生活支援のための見守り援助」及び「生活援助」であるため、提供するサー

ビスの内容を記載もしくはチェックし、「予定表」欄に該当するサービス番号を記載

※短期集中型通所サービス計画書について

 ケアプランに基づいて作成

 サービス内容は「岡崎市介護予防・認知症予防プログラム」を参考

 評価等は市が指定するアセスメント項目に基づき行う。
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第６ 総合事業費の請求について

愛知県国民健康保険団体連合会

１．総合事業の審査支払の国保連合会の活用

◆総合事業においても、市町村の審査支払に関する事務が軽減できるよう、現行の給付

と同様、国保連合会の審査支払を活用できるよう規定が設けられている。（法第 115

条の 45の 3）

◆国保連合会において給付管理の審査を行う場合には、給付管理票を作成する必要があ

る。予防給付と総合事業を併せて利用している要支援者は、総合事業サービスも含め

て一括した給付管理票を作成する。当該給付管理票に基づき、国保連合会において限

度額を審査することとなる。

総合事業で国保連合会に請求するサービス

総合事業費（一般介護予防事業を除く）は国保連合会に請求します

介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）より総合事業で連合会に請求するサービス

（指定事業者によるサービスに限る）
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２．総合事業で請求するサービス種類

（１）総合事業のサービス種類

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 より

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料 より
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（２）サービス種類コードと事業所番号について

◆A2・A6【訪問型・通所型サービス（独自）】

介護予防訪問介護又は介護予防通所介護がベースとなっています。サービスコード

は国が規定、単位数については国が規定する単位数を勘案して、市町村が規定します。

◆A3、A7・A4、A8【訪問型・通所型サービス（独自／定率・定額）】

サービスコード、単位数ともに市町村が独自に内容を規定するサービス種類です。

市町村から指定を受けた事業所番号で請求します。

（３）地域単価について

◆A2～A4・A6～A8【訪問型・通所型サービス（独自）他】

市町村がサービス内容に応じて当該市町村所在地における単位数単価もしくは 10

円を設定します。
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３．総合事業費の請求について

（１）請求から支払について

総合事業者は、介護給付費の請求と同様にサービス提供月の翌月10日までに請求しま

す。

連合会で審査の後、サービス提供月の翌々月の３日に審査結果を、19日頃に支払通知

を送付し、25日に連合会から振込みがされます。

（２）請求方法について

総合事業費の請求方法については介護給付費と同様、①インターネット回線による伝

送請求、②FD、CD－R等電子媒体、③紙媒体の３種類となります。

◆インターネット請求

愛知県国民健康保険団体連合会ホームページ（介護給付費等のインターネット請求

について）から『介護給付費等の請求及び受領に関する届』をダウンロードしてくだ

さい。

◆紙帳票による請求について

請求方法は原則、伝送又は電子媒体による請求です。紙帳票による請求については、

一部例外規定（次頁参照）に該当する事業所に限り可能となります。

※例外規定（一部抜粋、詳細は省令をご確認ください）

（１）届出により紙帳票を用いて請求を行うことができる事業所

・支給限度額管理が不要なサービス（居宅療養管理指導等）１種類のみを行う事

業所

・支給限度額管理が必要なサービス１種類のみを行うサービス事業所

・施設サービス（介護福祉施設サービス及び介護保険施設サービス）のみを行う

５０床未満の施設 他

（２）届出により紙帳票を用いて請求を行うことができる事情

・サービスに従事する常勤の介護職員その他従業者の年齢が平成３０年３月３１

日においていずれも６５歳以上である場合

・電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合

・電子請求を行うための設備の設置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了

の場合

・改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合

・事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他

（３）総合事業の請求明細書（介護予防給付費との違い）
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サービス種類 請求書 明細書

介護予防給付費
様式 1

介護給付費請求書

様式 2の 2

介護予防サービス・地域密着型介護予防サ

ービス介護給付費明細書

介護予防・日常生活支

援総合事業サービス

様式 1の 2

介護予防・日常生活支

援総合事業費請求書

様式 2の 3

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書

●様式１の２ ●様式２の３
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（４）請求明細書記載例

①要支援者がみなしサービスを受けた場合の請求明細書

（サービス種類コードＡ１、Ａ５）※サービス種類コードＡ２、Ａ６の場合も同様

⑩事業費請求額

1,368単位×10.42円＝14,254.56≒14,254円

14,254円×90％＝12,828,6円≒12,828円

⑪利用者負担額

1,368単位×10.42円＝14,254.56円

14,254円－12,828円＝1,426円
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②事業対象者が保険者独自（定率）サービスを受けた場合の請求明細書

（サービス種類コードＡ３、Ａ７）

【例：市町村が規定したサービス給付率が 80％の場合】

・サービス内容及びサービスコードは市町村が規定します。

例：A3◇◇◇◇（「1月につき」給付率 80％）及び

：A3■■■■（「1回につき」給付率 80％）は、市町村が規定したサービス

保険者独自（定率）サー

ビスの場合、給付率は記

載しない。

⑩事業費請求額

230単位×10.00円＝2,300円

2,300円×80％＝1,840円

⑪利用者負担額

230単位×10.00円＝2,300円

2,300円－1,840円＝460円
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【照会先について】

◆「国保中央会介護伝送ソフト」に関すること

国民健康保険中央会「国保中央会介護伝送ソフト」ヘルプデスク

（操作方法について）

電話 ０５７０－０５９－４０１

ＦＡＸ ０３－５９２８－０２２３

e-mail k-denso@trust.ocn.ne.jp

受付時間

請求期間（毎月１～10日）の受付時間

月～金曜日 午前10時～午後７時まで

土曜日 午前10時～午後５時まで

請求期間以外（毎月11日～月末）の受付時間

月～金曜日 午前10時～午後５時まで

◆総合事業費の請求等に関すること

愛知県国民健康保険団体連合会 介護福祉室

住所 〒４６１－８５３２

名古屋市東区泉１丁目６番５号

電話 ０５２－９６２－１３０７（平日 午前９時00分～午後５時30分）

午後０時から午後１時までは、お問い合せ等をご遠慮願います。

また、「審査結果通知」送信又は送付後のお問い合わせは、電話がつなが

りにくくなりますので、エラー内容の確認等はホームページをご覧くださ

い。

ホームページアドレス http://www.aichi-kokuho.or.jp/
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第７ 総合事業サービス請求にかかる留意事項

１． 本市のサービス種類コードについて

本市では、サービス種類ごとに、次のサービス種類コードで請求を行います。

サービス種別
サービス種

類コード
対象事業者

予防専門型訪問

サービス

A1 ※使用しません。

A2
本市の予防専門型訪問サービスの指定又は更新を

受けた事業者

予防専門型通所

サービス

A5 ※使用しません。

A6
本市の予防専門型通所サービスの指定又は更新を

受けた事業者

生活支援型訪問

サービス
A3 生活支援型訪問サービスの指定を受けた事業者

※A3 のサービスコードで請求を行う場合の留意点

A3 については、給付率によって、サービス項目コードが異なります。同じサービス内容で

あっても、１割～３割負担者のサービス項目コードが異なりますのでご注意ください。負担

割合については、介護保険負担割合証による確認をお願いします。

また、請求明細書に、給付率の記入は不要となりますが、各サービス項目コードに定めら

れた給付率で計算し、事業費請求額を算出することとなります。

※短期集中型通所サービスは指定ではなく委託での実施のため、請求は直接市へ行います。
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第８ 自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント

１．概要

(1) ケアマネジメントに関する基本方針

介護保険法では、「自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心

身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合にお

いても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを

利用することにより、その有する能力の維持向上に努める（第４条）」と自ら介護予防に

取組む必要性が掲げられている。

介護予防ケアマネジメントは、地域において高齢者が自立した日常生活を最期まで送れ

るよう実施するものであり、対象者が自分の健康増進や介護予防について意識を持ち、主

体的に目標達成に取り組んでいけるよう「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプ

ローチすることが重要である。さらに、目標達成のための具体策に対して、対象者が自分

の生活の中に取り入れ、自分で評価し、継続的に実施できるよう、具体策から得られる効

果や対象者の状態像等について理解、共有できるよう専門的視点から必要な援助を行う。

自立には、身体的自立だけでなく、精神的社会的自立という観点がある。健康も

病気の有無だけでなく、精神的、社会的にも満たされている必要がある。

認知症でも障がいがあっても、できないところを補って、その人らしい自立した

生活を最期まで目指す。要支援、事業該当者である本人・家族には、自分らしい自

立した今後の生活を描いて、主体的に生き方を選択していくことができるよう支援

が必要である。

どのような年の重ね方をしたいのか、自分の思い描く最期を迎えるために今何を

すべきなのか、目標設定が主体的な取り組みにつながる。

身体的
自立

精神的
自立

社会的
自立
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（2）介護予防ケアマネジメント（サービス利用）の流れ

① 相談

「何に困っているのか」を聞き、「対象者の望む生活」と現状の生活の相違点を明らか

にする。明らかになった課題を解決する具体策に応じて、一般介護予防事業の利用支

援、基本チェックリストの実施、要介護認定申請、その他のサービスの案内等を行う。

※基本チェックリストの対象は 65 歳以上のため、64 歳以下は認定申請となる。

② 対象者要件の確認

基本チェックリスト該当

要支援１・２の認定

要介護認定者のうち、生活支援型訪問サービス、困りごと支援型訪問サービス及び地

域支えあい型訪問サービスのみを継続利用する者

※基本チェックリストによる事業該当者に認定期間は設定していないが、事業の利用

が 1 年間なかった場合は、再度の基本チェックリストの実施と被保険者証の交付が

必要。

③ 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書提出（要支援者及び事業対象者）

被保険者証、負担割合証発行

④ 地域包括支援センターが利用者宅を訪問して重要事項等を説明して同意を得る。

⑤ 課題分析（アセスメント）

自宅に訪問して、利用者及び家族との面談により実施する。

⑥ ケアプラン原案（ケアマネジメント結果）作成

ケアマネジメントＡとＢとＣの類型を選択する。

※基本チェックリストによる事業対象者において、要支援２相当で限度額を変更する

必要がある場合は、介護保険課に事前に相談する。

⑦ サービス担当者会議（ケアマネジメントＢでは必要時、ケアマネジメントＣでは不要）

⑧ 利用者への説明・同意

⑨ ケアプラン確定・交付

※限度額を変更する場合は、介護保険課に区分支給限度額変更報告書を提出する。

⑩ サービス事業利用・参加

⑪ モニタリング（ケアマネジメントＢでは必要時、ケアマネジメントＣでは不要）

⑫ 給付管理票等作成及び国保連送付（給付管理票は、ケアマネジメントＢ、Ｃでは不要）

予防給付と総合事業では請求コードが異なるので注意が必要。

ケアマネジメント費については、総合事業の利用のみの場合は事業費から支給、予防

給付を利用している場合は給付費から支給するため、ショートステイの利用等で利用

月によって請求コードが変わる可能性に留意する。

ケアマネジメント費については、直接国保連に請求を行う。なお、ケアマネジメント
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Ａ（短期集中型通所サービスを利用し、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サ

ービス、又は予防専門型通所サービスを利用しないケース）を委託で実施の場合及び

ケアマネジメントＢを委託で実施の場合は、委託先事業者情報を専用ソフトに入力し

翌月 10 日の１開庁日前（10 日が休庁日の場合は２開庁日前）までに長寿課に提出す

る。県外の居宅介護支援事業所に委託している場合は、支払いを各地域包括支援セン

ターで行う。

⑬ 評価（ケアマネジメントＣでは不要）

（3）第１号介護予防ケアマネジメント事業の類型

予防専門型サービスと、生活支援型訪問サービスが含まれている場合で、予防給付（訪

問看護や福祉用具のレンタル等）が含まれていない場合は、ケアマネジメントＡとなる。

ケアマネジメントＡの様式や流れは、介護予防支援と同様であり、地域包括支援セン

ターから居宅介護支援事業所に委託も可能である。

短期集中型通所サービスが含まれており、他に利用するサービスが困りごと支援型訪

問サービス、地域支えあい型訪問サービス、一般介護予防事業、インフォーマルサービ

スのみの場合は、ケアマネジメントＡ又はケアマネジメントＢどちらでも実施可能とす

る。

また、住民主体型サービスである困りごと支援型訪問サービス又は地域支えあい型訪

問サービスのみ、もしくは一般介護予防事業が含まれる場合は、初回のみのケアマネジ

メントＣを実施する。（一般介護予防事業のみの場合はケアマネジメントＣも不要）ケア

マネジメントＣは、地域包括支援センターのみの実施とする。サービス事業者等からの

利用者の状況の悪化の報告や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センタ

ーが対応できる体制を整えておく。そのため、ケアマネジメントＣの対象は、本人によ

るセルフマネジメントによって、住民主体の支援の利用等を継続できる者となる。

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ

対 象 サ

ービス

予防専門型訪問サービ

ス、生活支援型訪問サー

ビス、予防専門型通所サ

ービス又は短期集中型

通所サービスが含まれ

ており、予防給付が含ま

れていない場合

短期集中型通所サービスが

含まれており、他に利用す

るサービスが困りごと支援

型訪問サービス、地域支え

あい型訪問サービス、一般

介護予防事業、インフォー

マルサービスのみの場合

困りごと支援型訪問サ

ービス又は地域支えあ

い型訪問サービスが含

まれており、予防給付、

ケアマネジメントＡ及

びケアマネジメントＢ

の対象サービスが含ま

れておらず、当該サー

ビスのみもしくは一般

介護予防事業が含まれ

る場合

実施

機関

地域包括支援センター

ただし、居宅介護支援事

業者への原案作成委託

も可

地域包括支援センター

ただし、居宅介護支援事業

者への原案作成委託も可

地域包括支援センター

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ

報酬・支

払方法

介護予防支援に準ずる。

○報酬：

○報酬：

基本報酬：300 単位

○報酬

基本報酬：400 単位
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基本報酬：442 単位

※居宅介護支援事業所に委

託する場合は 472 単位

（原案作成委託料:

90％）

初回加算：300 単位

（原案作成委託料:

90％）

委託連携加算:300 単位

（原案作成委託料:

90％）

○請求・支払方法

国保連へ請求、支払

○支払対象月

給付管理表作成対象月

（原案作成委託料:

90％）

○請求・支払方法

国保連へ請求、支払

○支払対象月

サービス利用月

○請求・支払方法

国保連へ請求、支払

○支払対象月

ケアマネジメント開始

月のみ

ケアマネ

ジメント

のプロセ

ス

①アセスメントの実施

②ケアプラン原案作成

③サービス担当者会議

の実施

④利用者への説明・同意

⑤ケアプランの確定・交

付

⑥サービス利用開始

⑦モニタリング

【給付管理】

⑧評価

①アセスメントの実施

②ケアプラン原案作成

③サービス担当者会議の実

施（必要時のみ）

④利用者への説明・同意

⑤ケアプランの確定・交付

⑥サービス利用開始

⑦モニタリング（必要時の

み）

⑧評価

①アセスメントの実施

②ケアプラン結果案作

成

③利用者への説明・同

意

④利用サービス提供者

等への説明・送付

⑤サービス利用開始

モニタリングはケアプラン作

成の３か月後、サービス期間

終了月、及びその他必要時、

対象者の居宅を訪問し、面接

する。訪問月についてはサー

ビス担当者会議等において

多職種の検討し、利用者に説

明して同意を得る。退院直後

やパーキンソン病など利用者

の状態が安定していない場合

は、3 か月に 1 回訪問するな

ど定期的なアセスメントを実施

する。対象者の居宅を訪問し

ない月においては、主治医や

サービス事業者等との連絡を

行い、サービス事業所・通い

の場等の訪問、電話・オンライ

ンなど等の方法により対象者

の状況確認を実施し、1 か月

短期集中型サービスの参加

状況や訪問状況により必要

時にモニタリング実施

アセスメントのみを行

い、対象サービスの利

用調整を実施
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に 1 回はその結果を記録し、

３か月に 1回はモニタリング結

果を多職種で共有する。

計画

期間

最長 1年

※短期集中型サービス

を終了し、福祉用具貸与

のみの場合は最長 1 年 6

か月

6 か月

※短期集中型サービス終了後、

困りごと支援型訪問サービス、

地域支えあい方訪問サービス、

一般介護予防事業、インフォー

マルサービスの利用が継続す

る場合は、ケアマネジメントＢ

がＣを兼ねているとみなす。

なし

様式 介護予防支援と同様式

介護予防支援と同様式又は

市独自様式（ケアマネジメ

ントＣと同様式）

市独自様式

事 業 支

給費

1 単位＝

10.42 円

基本単位：442 単位

※居宅介護支援事業所に委

託する場合は 472 単位

基本単位：300 単位

※現行の介護予防支援の介

護報酬の７割程度

基本単位：400 単位

※現行の介護予防支援

の介護報酬の９割程度

２．介護予防ケアマネジメント

（1）課題分析（アセスメント）

興味・関心チェックシート等も活用し、本人・家族の趣味や習慣を聞き取り、今後の生

き方の希望や現在の課題から本人がしたいという具体的な目標を設定する。アセスメン

トは、できていない部分だけでなくできている部分も把握する。
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（2）サービス担当者会議

ア ケアマネジメントＡ

ケアプラン作成時及び変更時並びに認定更新時に実施します。また、必要時にも実施

します。

イ ケアマネジメントＢ

担当者会議は必要時のみ実施します。

ウ ケアマネジメントＣ

担当者会議の実施の必要はありません。

（3）ケアプラン等の様式

ア ケアマネジメントＡ

介護予防支援と同様式とします。

イ ケアマネジメントＢ

介護予防支援と同様式又は岡崎市独自の様式を使用します。

ウ ケアマネジメントＣ

岡崎市独自の様式を使用します。

（4）ケアプラン確定・交付

ア ケアマネジメントＡ

介護予防支援と手続きは同様です。

イ ケアマネジメントＢ

ケアマネジメントＡと同様です。

ウ ケアマネジメントＣ

ケアマネジメント結果等記録票を利用者に交付します。

また、サービス実施者には、利用者から持参してもらうか、利用者の同意を得た上

で地域包括支援センターから送付します。
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(5) モニタリング（評価）

ア ケアマネジメントＡ

ケアプラン作成の３か月後、サービス期間終了月、及びその他必要時、対象者の居

宅を訪問し、面接します。訪問月についてはサービス担当者会議等において多職種の

検討し、利用者に説明して同意を得る。ただし、退院直後やパーキンソン病など利用

者の状態が安定していない場合は、3 か月に 1 回訪問するなど定期的なアセスメント

を実施する。対象者の居宅を訪問しない月においては、主治医やサービス事業者等と

の連絡を行い、サービス事業所・通いの場等の訪問、電話・オンラインなど等の方法に

より対象者の状況確認を実施し、1か月に 1回はその結果を記録し、３か月に 1回はモ

ニタリング結果を多職種で共有する。

また、モニタリングにおいて、順調に進行した場合には事業を終了することとなり

ますが、終了後も本人がセルフケアを継続できるよう、サロンへ積極的につないだり、

一般介護予防事業を紹介したりする等、必要なアドバイスを行うことが必要です。

イ ケアマネジメントＢ

短期集中型通所サービスの利用が中断したり、心身の状態が変化したと事業者から

連絡があった場合など、必要時にモニタリングを実施します。

ウ ケアマネジメントＣ

原則として実施の必要はありません。

なお、サービス事業者から状況悪化などの報告があった場合は、利用者への働きか

けが必要です。

（6）給付管理票の作成

ケアマネジメントＡは給付管理票を作成しますが、その取扱いは介護予防支援と同様

です。

ケアマネジメント費の請求を国保連に提出します。

(7) 居宅介護支援事業所への委託

ケアマネジメントＡ、Ｂの原案作成を居宅介護支援事業所へ委託することができます。

(8) 医師の意見

事業対象者は、要介護認定における「主治医意見書」にあたるものが無いことから、

利用者の主治医に対し、訪問や電話連絡、サービス担当者会議等の連携を強化すること

で本人の心身状況等の確認を行い、運動を伴うサービス利用の適否を確認願います。

(9) サービスの併用の可否

○訪問サービス

区 分 ①予防専門型 ②生活支援型
③困りごと支援型

地域支えあい型

要支援１・２
利用可

（②と併用不可）

利用可

（①と併用不可）

利用可

（①又は②と併用可）

基本チェックリスト

による対象者

ケアマネジメントに

おける必要性の判断

により利用可（②と

併用不可）

利用可

（①と併用不可）

利用可

（①又は②と併用可）
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○通所サービス

区 分 ①予防専門型 ②短期集中型

要支援１

基本チェックリスト

による対象者

予防専門型通所サービスを利用できる状

態像の目安・基準に該当する場合のみ可

（②と併用不可）

利用可

（①と併用不可）

要支援２
利用可

（②と併用不可）

利用可

（①と併用不可）

(10) 住所地特例の総合事業の利用手続きについて

○総合事業の対象となる者（要支援１・２、事業対象者）の特定の方法

要支援認定を受ける

場合

１. 利用者は、保険者市町村に認定申請

２. 保険者市町村は、認定の結果、被保険者証を発行（負担割

合証も発行）

３．利用者は、「介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出

書」及び「被保険者証」を添付して施設所在市町村に対して

届け出

４．施設所在市町村は、利用者から提出された「介護予防サー

ビス計画作成依頼（変更）届出書」及び「被保険者証」を保

険者市町村に送付（写し可）

５. 保険者市町村は、被保険者証を利用者へ郵送

事業対象者の認定を

受ける場合

１. 施設所在市町村は、基本チェックリストにて該当か否かを

確認

２. 利用者は、「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出

書」及び「被保険者証」を添付して施設所在市町村に対して

届け出

３. 施設所在市町村は、利用者から提出された「介護予防ケア

マネジメント依頼（変更）届出書」及び「被保険者証」を保

険者市町村に送付（写し可）

４. 保険者市町村は、被保険者証を利用者へ郵送（負担割合証

も発行）

(11)ケアマネジメントＣの再実施について

ケアマネジメントＣについては、原則作成月から１年間は再度のケアマネジメントＣの

実施は行わないこととします。

(12)介護予防ケアマネジメントの対象者

要支援者で、予防給付によるサービスのみを利用する場合、もしくは予防給付によるサ

ービスと総合事業の両方を利用する場合は、「介護予防支援」として扱います。

種類
要支援者

（予防給付のみ）

要支援者

（予防給付＋

総合事業）

要支援者

（総合事業のみ）
事業対象者

介護予防

ケアマネジメント
× × ○ ○

介護予防支援

（予防給付）
○ ○ × ×
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（13）総合事業と要介護認定について

・総合事業の利用と並行して要介護認定申請をすることもできます。ただし、要介護者は

総合事業を利用することは出来ません。要介護認定前からすでにサービスを利用していた

場合に限り、生活支援型訪問サービス、困りごと支援型、地域支えあい型訪問サービスを

利用できます。

・事業対象者として総合事業からサービスを提供された後、要介護認定を受けた場合には、

介護給付サービスの利用を開始するまでの間は、総合事業によるサービスの利用を継続す

ることができます。

・要介護認定等申請中に要介護認定の暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用して

いる場合には、並行して総合事業を利用することはできません。

・総合事業の利用と並行して要介護認定等申請をし、要介護認定を受けた後、同月の途中

で総合事業から介護給付サービスの利用に変更した場合は、同月末時点で居宅介護支援を

行っている事業者が、居宅介護支援費を請求することができます。
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介護予防ケアマネジメント実務者研修資料
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令和 年 月 日

②趣味や楽しみ、生きがいや家での役割など

①日常生活の状況 ③日常生活の中で課題だと思うこと
買い物 □自分 □他（ ）
洗濯 □自分 □他（ ）
掃除 □自分 □他（ ）

④わたしの生活の目標

⑥目標に向かって、上記の計画に取り組みます。

調理 □自分 □他（ ）
かかり
つけ医

□あり
□なし ⑦経過・評価等

日
常
生
活
に
つ
い
て

歩行

□なし
□あり（ ）

運動習慣
□なし
□あり（ ）

各種
手続き

電話の
利用

氏名 性別

介護保険被保険者番号 介護度

委託の場合

運
動
・
移
動
に
つ
い
て

居宅介護支援事業所

立ち
上がり

□問題なし
□あり（ ）

□できる □できない
□人に尋ねればできる

□できる
□できない
□人に尋ねればできる

主な
外出手段

□自動車 □タクシー
□電車 □バス
□自転車 □徒歩
□その他（ ）

社
会
参
加
に
つ
い
て

外出頻度

□ほぼ毎日
□週2～3回/週
□週1回程度
□ほとんど外出しない

□問題なし
□あり（ ）

腰・膝痛の
有無

定期的な
外出

□趣味等（ ）
□仕事（ ）
□地域活動（ ）
□その他（ ）

口
腔
機
能に
つい
て

お口の
トラブルの
有無

□なし
□あり（ ）

歯磨き回数
※義歯含む

□3回 □2回 □1回
□磨かない 健

康
管
理
に
つ
い
て

定期受診
※歯科含む

その他

栄
養
状
態に
つい
て

栄養管理 □自分 □他（ ） 内服管理 □自分 □他（ ）

□なし
□あり（ ）

体重減少
の有無

年 月 日 （ 歳 ）

利用するサービス

事業所（利用先）

令和 年 月 日 署名

年 ／

年 ／

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日計画期間

特記事項

認定の有効期間 年 月 日 ～ 年 月 日

作成者 地域包括支援センター

□問題なし
□あり（飲み込みにくさ）
□あり（口の渇き）
□あり（むせ）
□その他（ ）

年 ／

⑤目標を達成するための取組み

介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメントB/C結果表等記録表）

生年月日

作成日
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ケアプランの軽微な変更の内容について

＊以下の表については、あくまで、軽微な変更として判断される可能性がある場合の

提示であり、実際の変更内容が、その利用者に対して岡崎市指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準に関する規則第29条第３号（継続的かつ計画的に指定介護予防サービス等

の利用）から第11号（介護サービス計画の交付）までの一連の業務を行う必要性のあ

るものであるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

サービス提供の時間帯や

曜日の変更

利用者等の状況に変化なく、ニーズ、目標及びサービス

内容の変更もない場合で、利用者やその家族の都合によ

る曜日、日付、サービス時間帯の変更であること（一時

的なのか継続的なのかは問わない）

同一事業所におけるサー

ビス提供の回数変更

利用者等の状況に変化なく、ニーズ、目標及びサービス

内容の変更もなく、単一のサービス種別における週１回

程度の回数の変更であること

利用者の住所変更 住所変更に付随する利用者の状況（住環境、家族構成

等）の変化については十分考慮すること

事業所の名称変更 事業所の運営法人や従業者に変更がなく、単に事業所の

名称変更であること

目標期間の延長 期間内に短期目標の達成はできなかったが、現状のサー

ビス利用の効果について一定の評価ができ、かつ現状の

サービス利用の内容を継続することが、目標達成までの

対応として妥当であると判断できること

目標もサービスも変わら

ない（利用者の状況以外

の原因による）、単なる

事業所の変更

サービス事業所の休止、廃止等、事業所都合によるサー

ビス事業所の変更であること

目標を達成するためのサ

ービス内容のみの変更

同一サービス種別における、目標を達成するためのサー

ビス内容の変更であること

担当介護支援専門員の変

更

新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を

有していない場合は該当しない。



□ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書

□ 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

区 分

新規 ・ 変更

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ

個 人 番 号

生 年 月 日

明・大・昭 年 月 日

居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者

居宅介護支援事業所名 居宅介護支援事業所の所在地 〒 －

電話番号 （ ）事業所番号

介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する事業者

介護予防支援事業所名 介護予防支援事業所の所在地 〒 －

電話番号 （ ）事業所番号

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
※受託する場合のみ記入してください。

受託事業所名 受託事業所の所在地 〒 －

電話番号 （ ）事業所番号

事業所を変更する場合の事由等 ※変更する場合のみ記入してください。

変更年月日（令和 年 月 日付） 変更前の事業所名（ ）

（宛先）岡 崎 市 長

上記の居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に居宅（介護予防）サー

ビス計画の作成（介護予防ケアマネジメント）を依頼することを届け出します。

令和 年 月 日

住 所

被保険者 電話番号 （ ）

氏 名
※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を上記事業所等の職員へ交付することに

□同意する □同意しない

(注意)１ この届出書は、要介護（支援）認定の申請時に、もしくは、居宅（介護予防）サービス計画の

作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業者が決まり次第、速やかに岡崎市へ提出して

ください。

２ 居宅（介護予防）サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所を変更

するときは、変更年月日等を記入のうえ、必ず岡崎市に届け出てください。届出のない場合、サ

ービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

３ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼届出の際には、介護保険被保険者証又は介護保険資格

者証を添えて提出してください。

４ 介護予防ケアマネジメント依頼届出の際には、チェックリストを添えて提出してください。
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□ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書

☑ 介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

区 分

新規 ・ 変更

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号

ﾌﾘｶﾞﾅ ｵｶｻﾞｷ ﾀﾛｳ
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

岡崎 太郎
個 人 番 号

生 年 月 日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0

明・大・昭 10 年 4 月 1 日

居宅サービス計画の作成を依頼（変更）する事業者

居宅介護支援事業所名 居宅介護支援事業所の所在地 〒 －

電話番号 （ ）事業所番号

介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する事業者

介護予防支援事業所名 介護予防支援事業所の所在地 〒 444－1000

○○地域包括支援センター
岡崎市○○町１丁目１番地

電話番号０５６４（２３）１０００事業所番号 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
※受託する場合のみ記入してください。

受託事業所名 受託事業所の所在地 〒 444－2000

△△居宅介護支援事業所
岡崎市△△町１丁目１番地

電話番号０５６４（２３）２０００事業所番号 2 3 7 2 1 0 0 0 0 0

事業所を変更する場合の事由等 ※変更する場合のみ記入してください。

変更年月日（令和 年 月 日付） 変更前の事業所名（ ）

（宛先）岡 崎 市 長

上記の居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に居宅（介護予防）サー

ビス計画の作成（介護予防ケアマネジメント）を依頼することを届け出します。

令和 ○年 ○月 ○日

住 所 岡崎市□□町１丁目１番地

被保険者 電話番号０５６４（２３）３０００

氏 名 岡崎 太郎
※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を上記事業所等の職員へ交付することに

☑同意する □同意しない

(注意)１ この届出書は、要介護（支援）認定の申請時に、もしくは、居宅（介護予防）サービス計画の

作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業者が決まり次第、速やかに岡崎市へ提出し

てください。

２ 居宅（介護予防）サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所を変更

するときは、変更年月日等を記入のうえ、必ず岡崎市に届け出てください。届出のない場合、サ

ービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

３ 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼届出の際には、介護保険被保険者証又は介護保険資格

者証を添えて提出してください。

４ 介護予防ケアマネジメント依頼届出の際には、チェックリストを添えて提出してください。

ケアマネジメント依頼届出書にチェックを入れて

ください。

保険証等を事業所職員のかたへ交付することについて、ご本人、ご家族様

が同意されるかどうかチェックしてください。

チェックがない、もしくは同意しないにチェックがされている場合は、窓

口で職員のかたに保険証等をお渡しできません。ご注意ください。

ケアマネジメント担当地域包括支援センターを記入してください。

居宅介護支援事業所が受託する場合は受託事業所名も記入してください。
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第９ 総合事業利用に係る負担軽減制度について

低所得のかたなどには、介護予防・生活支援サービス事業を利用した時に、次のよ

うな負担軽減の制度があります。

１ 総合事業高額サービス費

同じ世帯の利用者が、同じ月に利用した介護予防・生活支援サービス事業の利

用者負担の合計額が一定の限度額を超えたときは、超えた分が総合事業高額サー

ビス費として支給されます。介護保険サービスと介護予防・生活支援サービス事

業の両方を利用している世帯においては、高額介護サービス費の支給額を算定し

た後、総合事業高額サービス費の支給額を算定します。対象となるかたには、市

から申請書を送ります。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス

予防専門型通所サービス

＜利用者負担限度額＞

高額介護サービス費と同様となります。

２ 総合事業高額医療合算サービス費

各医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険）における世帯

内で、１年間（８月から翌年７月）の医療保険と介護予防・生活支援サービス事

業の自己負担額を合算した額から、世帯の負担限度額（年額）を差し引いた額が

501円以上となる場合、限度額を超えた分が支給されます。

介護保険サービスと介護予防・生活支援サービス事業の両方を利用している世

帯においては、高額医療合算介護サービス費の支給額を算定した後、総合事業高

額医療合算サービス費の支給額を算定します。対象となるかたには、市から申請

書を送ります。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス

予防専門型通所サービス

＜利用者負担限度額＞

高額医療合算介護サービス費と同様となります。

３ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

市町村民税非課税世帯で世帯収入や預貯金等が一定の条件にあてはまるかたに

ついては、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担額等を減額する制度

があります。
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＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス

予防専門型通所サービス

４ 介護予防・生活支援サービス事業利用料の助成

市町村民税非課税世帯で世帯収入や預貯金等が一定の条件にあてはまるかたに

ついては、利用者負担額をいったん全額支払ったあと、半額を助成する制度があ

ります。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス

予防専門型通所サービス

５ 特別地域加算に係る利用者負担額の軽減制度

市民税非課税のかたについては、額田地区に所在する予防専門型訪問サービスを

実施している社会福祉法人等が利用者負担額を減額する制度があります。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス

６ 障がい者ホームヘルプサービスを利用していたかたなどの負担軽減の支援措置

障がい者施策によるホームヘルプサービスの利用者のうち65歳となり介護保険

適用となったかた又は要支援認定を受けた40歳～64歳のかたで、障がい福祉サー

ビスにおいて生活保護を必要としなくなるよう、負担額を０円とされているかた

については、利用者負担額が減額されます。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス

７ 災害等による負担の減額・減免制度

災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えているかたが長

期入院したことなどにより、利用者負担額の支払いにお困りのかたについては、

利用者負担額が減額又は減免される場合があります。

＜対象サービス＞

予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービス

予防専門型通所サービス



種別 分 類 質 問 質 問

1
ケアマネ
ジメント

ケアマネ
ジメント
Ａ

単位数が２種類あるが、どのよう
に使い分けるのか。

442単位：地域包括支援センターがケアマネジメントを行う場
合

472単位：地域包括支援センターがケアマネジメントを居宅介
護支援事業所に委託する場合

2
ケアマネ
ジメント

ケアマネ
ジメント
Ｃ

初回のみケアマネジメントは、誰
がどのような内容で行い、どれく
らい保管すればよいか。

地域包括支援センターの職員が、居宅訪問によりアセスメント
を実施します。書類は５年間保存です。

3
ケアマネ
ジメント

担当者会
議

介護予防サービス計画やケアマネ
ジメントAの利用者が、困りごと
支援訪問サービスや地域支え型訪
問サービスを追加する際に、サー
ビス担当者会議は必要か？

サービス担当者会議は原則不要だが、ケアプランに必要な内容
を追記し、利用者や各サービス担当者に修正したケアプランを
配付すること。ただし、地域包括支援センターの判断として、
サービス担当者会議の開催が必要とした際に開催することは差
し支えありません。

4 訪問全般
キャンセ
ル料

回数請求の場合は、基本的にキャ
ンセル料を利用者に請求してよい
のか。

キャンセル料については、十分に説明（重要事項説明書等）の
上であれば、請求していただいて問題ありません。

5 訪問全般 既存事業
シルバー支援隊事業は、総合事業
なのか。

シルバー支援隊事業はシルバー人材センターの独自事業です。
要支援者、事業対象者については、総合事業の第1号訪問事業
の困りごと支援型訪問サービスとして利用します。

6 訪問全般 利用区分

「地域支えあい型訪問サービス」
もしくは「困りごと支援型訪問
サービス」を要介護者や障がい者
が利用することはできますか？

「地域支えあい型訪問サービス」及び「困りごと支援型訪問
サービス」を総合事業として利用する（ケアマネジメントを受
けて利用する）のは要支援者及び事業対象者、継続利用する要
介護者のみですが、独自のボランティア事業としてサービスを
利用するということについては、要介護者や障がい者でも利用
可能です。

7 訪問全般
サービス
内容

令和５年度までは、身体介護を含
む場合は予防専門型訪問サービ
ス、生活援助のみの場合は生活支
援型訪問サービスを利用していた
が、令和６年度の制度改正でどの
ように変わるのか。

利用者のニーズに合わせ、予防専門型訪問サービスのうちの適
切な種類のサービスを計画に位置付けてください。
なお、生活支援型訪問サービスについては、生活援助のみ必要
な利用者に対し、有資格者でない者（ただし、家事援助技能講
習等の研修受講者等に限る）がサービス提供する場合に計画に
位置付けてください。

8
予防専門
型訪問
サービス

請求方法
「標準的な内容の訪問型サービス
である場合」が算定される場合と
は。

短時間の身体介護でもなく、生活援助中心でもない、身体介護
中心（生活援助を伴う場合も含む）のサービスを提供する場合
です。

9
予防専門
型訪問
サービス

請求方法
包括報酬となる場合のサービス内
容及び利用回数は。

「標準的な内容（単位数：287）」のみを計画に位置付け、１
週当たりの計画回数に応じて以下のとおりの状況になったとき
に、その対応する包括報酬を算定します。

週１回の頻度の場合：５回以上／月：1,176単位
週２回の頻度の場合：９回以上／月：2,349単位
週２回超の頻度の場合：13回以上／月：3,727単位

10
予防専門
型訪問
サービス

請求方法

とある月に包括報酬となる予定で
あった利用者について、何らかの
事情（本人の体調不良や入院等）
で当初の予定から利用回数が減少
した場合、その月は包括報酬のま
まではなく、提供実績回数×所定
単位数で請求すればよいのか？

貴見のとおりです。
（予防専門型通所サービスでも同様の考え方です。）

第10 岡崎市の介護予防・生活支援サービスに関するQ&A
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11
予防専門
型訪問
サービス

請求方法

「標準的な内容」以外のサービス
内容を組み合わせた場合には包括
報酬にはならないとのことだが、
その場合の利用上限管理等はどの
ように考えるのか。

利用したそれぞれのサービス内容ごとに利用回数を乗じ、それ
ぞれに算出した小計単位数を合計することで請求単位数を算出
しますが、算定可能であるのは3,727単位までです。（つまり
包括報酬の最大単位数が上限です。）

12
生活支援
型訪問
サービス

サービス

介護保険のサービスではできる
サービスとできないサービスがあ
るが、生活支援型訪問サービスに
ついても同様に考えてよいのか？
（介護保険でできない草むしりや
大掃除など）

貴見のとおりです。

13
通所
全般

利用区分
予防専門型通所サービス、短期集
中型通所サービスの対象者の振り
分け基準はどのようになるのか？

要支援１・事業対象者は、原則短期集中型サービスを利用しま
す。ただし、認知機能の低下や進行性の疾患などにより予防専
門型通所サービスのほうが望ましい場合は、予防専門型通所
サービスを利用できます。詳しくは予防専門型通所サービス利
用の状態像の目安・基準をご覧ください。

14
予防専門
型通所
サービス

請求

１週当たりの標準的な回数を定め
る方法（包括報酬）で計画に位置
付けている利用者が、月の途中で
要支援１から要支援２に変わっ
た。
どのように計画の変更・請求をす
べきか。

次のとおり、それぞれの小計を合計してください。

要支援１の単位数436×要支援１として利用した実回数
＋

要支援２の単位数447×要支援２として利用した実回数

※変更前後のいずれか一方が包括報酬の扱いとなってしまう場
合は想定されていません。

15
予防専門
型通所
サービス

請求

１週当たりの標準的な回数を定め
る方法（包括報酬）で計画に位置
付けた（実利用も計画どおり）利
用者が、ショートステイ（二泊三
日）を併用していた場合の請求は
どうなるのか。

日割りで請求する必要があります。

例）要支援２ 通所実利用9回
・ショートステイ（二泊三日）
ショート単価×３日
・通所サービス
119単位（要支援２包括報酬3,621の日割り単位）×（当該
月日数－ショート利用日数）

※通所の実利用が８回だった場合は包括報酬とならないので以
下のとおり。
・ショートステイ（二泊三日）
ショート単価×３日
・通所サービス
447単位×８回＝3,576単位

（予防専門型訪問サービスでも同様の考え方です。）

16
短期集中
型通所
サービス

利用区分
期間が原則６か月とありますが、
その後の延長は可能か？

継続希望があっても原則６か月で終了となります。一般介護予
防事業やごまんぞく体操へ移行できるよう支援してください。

17
短期集中
型通所
サービス

利用区分

サービスが終了したあとはどうす
るのか？利用者の機能が思うよう
に改善しなかった場合、本人が続
けたい場合、機能が低下した場
合、どうしたらよいのか？

継続して短期集中型通所サービスの利用はできません。終了後
は、ケアマネジメントを実施し、予防専門型通所サービスや一
般介護予防事業、ごまんぞく体操等、身体の状況にあったサー
ビスに移行することが可能です。

18
短期集中
型通所
サービス

サービス
利用票

短期集中型通所サービスにおける
訪問は、サービス利用票に位置付
ける必要はあるか。

訪問は実施回数が１回～３回、実施日はいつ実施してもよいと
しており、短期集中型通所サービス事業者が柔軟に実施するこ
とができます。そのため、サービス利用票に位置付ける必要は
ありません。
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19
短期集中
型通所
サービス

サービス
コード

サービスコードがないため提供表
を作成できない。事業所へのオー
ダーをどのように出したらよい
か。短期集中予防サービスのみの
利用者は利用曜日などを口頭で事
業所へ伝えればよいか。何か書式
があるのか。

システムからサービス利用票・提供票は出力できませんので、
Excel様式やWord様式を用いて作成してください。ただし、
サービス利用票・提供票を作成せず口頭で利用者等に伝えるこ
とも差し支えありません。また、他のサービスを一緒に利用し
ている場合は、そのサービス利用票・提供票に手書きで追加し
ていただいても構いません。サービス利用票・提供票はExcel
様式とWord様式がホームページからダウンロードできます。
https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/1611/p02
4461.html
請求に関しては、事業所からサービス提供実績を提出してもら
い、請求業務を行ってください。

20
短期集中
型通所
サービス

暫定利用

短期集中型通所サービスを利用す
ることを目的に、新規申請した人
の暫定サービス利用はできるの
か。

新規、更新、区分変更を問わず認定申請中の暫定利用は可能で
す。たとえ認定結果が要介護であっても、結果の出た日以前の
サービス利用分の委託料は支給されます。（ただし、結果が非
該当の場合は、委託料の支給はできません。）
よって、例えば事業対象者として当サービス利用中に、福祉用
具貸与等の必要が生じ新規申請した場合、その認定申請中も当
サービス利用を継続して差し支えありません。

21
短期集中
型通所
サービス

状態像の
目安

予防専門型通所サービスを利用で
きる状態像の目安について、①～
③に該当する場合も協議書の提出
は必要か。

①～③に該当する場合は、協議書の提出は必要ありません。協
議書は④の場合のみ市へご提出をお願いします。

22
短期集中
型通所
サービス

サービス
の併用

短期集中型通所サービスは医療リ
ハと併用できるのか。

当サービスとデイケア又は医療リハとの併用は制度上可能とし
ておりますが、各サービスの目的・趣旨を御理解いただきご活
用ください。
なお、当サービスと予防専門型通所サービスとの併用は不可で

23
短期集中
型通所
サービス

利用の中
断

利用者の中断について、「中断理
由を問わず、利用者が短期集中型
通所サービスを中断した場合は、
サービス提供期間中の６か月の期
間中であれば、中断後も継続して
利用できるものとする」と説明さ
れていたが、一度中止して再度６
か月間利用することはできるの
か。

利用者の中断については、原則は説明のとおりですが、ケアマ
ネジメントによっては一度利用をとりやめて再度利用開始する
こともできます。再度の利用は「概ね一年間の利用期間を空け
て…」と定めておりますが、ケアマネジャーのケアマネジメン
トによって柔軟に対応してください。
理由としては、中断理由が手術して入院された場合等ですと、
状態像が当初よりも大きく変わっている場合があります。その
ような状態から中断後の残り２～３か月で目標達成は大変難し
いと考えるので、そのような場合は、一度中止して再度６か月
間利用していただいても構いません。

24
短期集中
型通所
サービス

状態像の
目安

予防専門型通所サービスを利用で
きる状態像の目安について、主治
医意見書では基準となる認知症日
常生活自立度とはなっていない。
そのため、ケアマネが個別に主治
医に診断書等を入手した場合にお
いて、基準となる認知症日常生活
自立度となっていた場合、それは
適用になるのか。適用となる場
合、どのような手続きをとればい
いのか。

個別に診断書を入手した場合は、『予防専門型通所サービスの
利用について（協議）』を提出するとともに、診断書もあわせ
てご提出ください。

25
短期集中
型通所
サービス

サービス
担当者会
議

「利用期間は１クール６か月で、
サービス提供日が年末年始・祝日
と重なることにより、少なくなる
場合に限り７か月目の利用も可」
と記載があるが、７か月目を利用
する場合、サービス担当者会議が
必要か。

サービス担当者会議は不要です。
なお、７か月目以降の利用が可能な場合は、以下№30のとお
りです。

26
短期集中
型通所
サービス

利用区分
６か月間に本人都合で通所を休ん
だ場合、７カ月目以降にその分を
利用することは可能か。

不可です。
ただし、サービス提供日が年末年始、祝日と重なることで少な
くなる場合、介護保険更新申請の調査日等と重なる場合、及び
新型コロナウイルスの影響でやむを得ず休む場合は、その回数
分に限り７か月目以降に利用することは可です。

27
短期集中
型通所
サービス

サービス
担当者会
議

予防専門型通所サービスを利用し
ていた方で、短期集中型通所サー
ビスに移る場合は、サービス担当
者会議が必要か。

サービス提供時間やサービス内容が変更となるため、サービス
担当者会議は必要です。予防専門型通所サービスの事業所と短
期集中型通所サービス事業所が同一だとしても、上記の理由に
より、サービス担当者会議は必要です。
ただし、利用するサービスが短期集中型通所サービスのみ等の
理由で、ケアマネジメントBへの切替えを行った場合は、サー
ビス担当者会議は必須ではなく、必要に応じた実施で可です。
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28
短期集中
型通所
サービス

状態像の
目安

状態像の目安④について、市が認
めるかどうかの判断基準はどのよ
うにされるのか。その期間は一度
認めてもらったらいつまでよいの

予防専門型通所サービスの利用を可と認めた場合の有効期限は
ありません。よって１度利用可と認められた以降、認定更新、
ケアプランの見直し時等における協議書の再提出は不要です。
（令和３年４月より）

29
短期集中
型通所
サービス

移行時期

要支援２の方が更新により要支援
１が届き、その通知が届いた日が
要支援２の認定有効期間終了間際
であった場合等で、予防専門型通
所サービスの利用の状態像の目安
の④に係る協議書を提出した場
合、即日許可してもらえるのか。
数日かかるとなると、許可が出る
まで予防専門型通所サービスは開
始できないのか。また、認定調査
の混み合いにより月をまたいで認
定が届いた場合の対応は。

認定結果の通知が届いた日が有効期限終了間際であった場合等
については、協議書の提出に対して迅速に回答できるよう対応
いたします。
それでも間に合わなかった場合、又は認定結果の通知が遅れ、
新たな認定期間のケアプランがすでに動いている場合について
は、協議書による予防専門型通所サービスの利用が不可であっ
た場合でも、当月中の予防専門型通所サービスの利用は可とし
ます。（翌月以降の利用は不可）

30
短期集中
型通所
サービス

請求

請求について、例えば11月から短
期集中型通所サービスを利用する
方で、10月に訪問プログラムを実
施している場合は、10月分のケア
マネジメント費を請求できるの

訪問プログラムを担当者会議等の前後に合わせて実施する場合
は、10月に訪問プログラムを実施されるケースがあります
が、ケアマネジメント費の請求は11月分（ケアプランで位置
づけている期間）から請求してください。

31
短期集中
型通所
サービス

利用区分
２号被保険者は短期集中型の利用
が可能か。

要支援認定者であれば利用が可能です。
なお、２号被保険者は、事業対象者に含まれないのでご注意く
ださい。
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区分

サービス名

事業実施主体

サービス対象者

必要なケアプラン

事業所の指定/委託

必要な資格 配置条件 必要な資格 配置条件 必要な資格 配置条件 必要な資格 配置条件

管理者 なし 常勤・専従１名以上 ※１ 管理者 なし 常勤・専従１名以上 ※１ コーディネーター なし １人以上 コーディネーター なし １人以上

従事者 ※１ 必要数 従事者 ※１ 必要数

従事者の雇用形態

週１回

週２回

週２回超

287単位／回

179単位／回

220単位／回

163単位／回

10.42円

利用者負担

限度額管理の有無

予防専門型訪問サービス 生活支援型訪問サービス 困りごと支援型訪問サービス 地域支えあい型訪問サービス

岡崎市の第１号訪問事業における訪問サービスの類型

予防専門型訪問サービス 訪問型サービスＡ 訪問型サービスＢ

旧介護予防訪問介護事業所 シルバー人材センター、旧介護予防訪問介護事業所 シルバー人材センター等 ＮＰＯ等

要支援１又は２
事業対象者

要介護１～５（既存利用者のみ）
要支援１又は２、事業対象者

（その他、支援が必要な一般高齢者・障がい者もサービスを受けることは可能）

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＣ

提供するサービスの内容

介護保険の身体介護
介護保険の生活援助
短時時間の身体介護

・利用者のニーズにより内容・利用時間は異なる。

介護保険の生活援助

・日常の掃除、調理・洗い物、買い物支援など
・概ね１時間程度

多様なサービス

・電球の交換、家具の移動、草取り、大掃除等の日常
生活の困りごとなど、介護保険外サービスに対応

多様なサービス

・日常のごみ出し、買い物支援、電球の交換等の介護
保険外のちょっとした困りごとに対応

サービス提供の頻度
週１～３回程度
・ケアプランに基づき決定
・生活支援型訪問サービスとの併用不可

週１～３回
・ケアプランに基づき決定
・予防専門型訪問サービスとの併用不可

利用者からの希望や生活環境等に応じて柔軟に設定
・他のサービスとの併用可

指定 補助

人員基準等

サービス
提供責任者

介護福祉士等
常勤の訪問介護員等のうち利用者40人に
１人以上 ※２

訪問事業
責任者

※１ 他事業所等の職務（管理者）に従事可。
※２ 介護福祉士、初任者研修修了者等、愛知県シルバー人材
センターが実施する「家事援助技能講習」（３日間）受講者
又は岡崎市が実施（指定）する一定の講習受講者

常勤で必要数

※１ 愛知県シルバー人材センターが実施する「家
事
援助技能講習」（３日間）受講者又は岡崎市が

実施
（指定）する一定の講習受講者

※１ 介護福祉士、初任者研修等修了者又は岡崎市
が実施（指定）する一定の講習受講者等が団体
内に１名以上所属し、サービス従事に問題がな
いことを確認された登録者訪問介護員 初任者研修修了者等 常勤換算2.5人以上 従事者 ※２ 必要数

※１ 他事業所等の職務（管理者）に従事可。
※２ 一部非常勤職員も可。
【例】要介護者40人
要支援者80人（従来と同様のサービスを利用）
⇒サービス提供責任者３人以上
訪問介護員 常勤換算2.5人以上

介護福祉士等

賃金労働者 シルバー会員、賃金労働者 シルバー会員、有償ボランティア等 無償ボランティア（学区福祉委員や地域住民等）

基本報酬額
加算・減算

220単位／回

・１単位 10円
・特別地域生活支援型訪問サービス加算 ：30単位／回
（旧額田地域に所在する事業所に限る）

（単位数・単価設定の考え方）
生活援助45分以上の場合の220単位／回を採用し、１単位当たりの金額の差異
をもって報酬の大小関係の整合性（従事者の資格の有無）を保つ。

利用者と提供者のマッチングに係るコーディネート料
（年120件未満（※１）の場合は、補助対象としない。）

年間のコーディネート件数×700円

※１ 事業の実施月が12か月に満たない場合は、
実施月×10件未満

利用者と提供者のマッチングに係るコーディネート料
（年60件未満（※１）の場合は、補助対象としない。）

年間のコーディネート件数×700円

※１ 事業の実施月が12か月に満たない場合は
実施月×５件未満

１週当たりの標準的な回数を定める場合（包括報酬）
※標準的な内容（287単位／回）のみをケアプランに位置付ける場合

1,176単位／月（標準的な内容を５回以上）

サービス提供者の必要経費のみ

2,349単位／月（標準的な内容を９回以上）

3,727単位／月（標準的な内容を13回以上）

１月当たりの回数を定める場合（回数×単価）
※多様に組み合わせて利用可能。算定可能な単位数は合計3,727単位まで。

標準的な内容
（身体介護(身体介護を伴う生活援助を含む)）

生活援助が中心
（所要時間 20分以上45分未満）

生活援助が中心
（所要時間 45分以上）

短時間の身体介護が中心

１単位

・高齢者虐待防止措置未実施減算 ：所定単位数の-1/100

・業務継続計画未策定減算：所定単位数の-1/100 （令和７年４月～ 適用）

・同一建物減算 ：所定単位数の-10/100、-12/100、-15/100

・特別地域加算 ：所定単位数の15/100

・初回加算 ：200単位／月

・生活機能向上連携加算（Ⅰ）：100単位／月
・生活機能向上連携加算（Ⅱ）：200単位／月

・口腔連携強化加算 ：50単位／回（１月１回まで）

（～令和６年５月）
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

（令和６年６月～）
・介護職員等処遇改善加算

１割、２割又は３割の負担 サービス内容に基づき提供主体が設定

請求方法
（利用者負担分を除く）

国保連経由 国保連経由 事業者に直接支払い

限度額管理あり
（要支援２のかた及び要支援２相当の事業対象者のかた：10,531単位、
要支援１のかた及び要支援１相当の事業対象者のかた：5,032単位）

限度額管理なし
（回数制限もなし）

事業の担い手等
（想定）

介護予防訪問介護事業所 介護予防訪問介護事業所、シルバー人材センター、ＮＰＯ、協同組合等 シルバー人材センター、ＮＰＯ、協同組合等
将来、学区福祉委員会等によるサービス提供できるこ
とを目標とする。
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区分

サービス名 地域活動型

事業実施主体 地域住民、ボランティア、NPO等

サービス対象者 限定なし

必要なケアプラン なし

提供するサービスの内
容

一定の条件を満たす介護予防体
操を実施する高齢者等の交流の
場・趣味の集まり・住民主体の
食事会など

サービス提供の頻度
週１回以上の頻度で
通年開催されるもの
１回あたり２時間程度

事業所の指定/委託 なし

サービス提供の場所

・市民ホーム、公民館、民家など
・特養、老健の空きスペースを活用
・商店街・組合等が提供するスペース
・民間企業が提供するスペース
・ミニデイの空き時間や併設するス
ペース

設備基準等 運営に必要な設備

必要な資格 配置要件 必要な資格

管理者 なし 常勤・専従１以上 ※ 管理者

生活相談員 介護福祉士等 専従１以上
理学療法士、作業療法士、
保健師又は看護師

看護職員 看護師等 専従１以上 サービスの提供に適した従事者

介護職員 なし
～15人：専従１以上
16人～：利用者１人に専従0.2以上

機能訓練指導員 理学療法士等 １以上

従事者の雇用形態 ボランティア

1,798単位／月 （月５回以上の場合）

3,621単位／月 （月９回以上の場合）

436単位／回 ※上限回数 ４回／月

447単位／回 ※上限回数 ８回／月

10.27円

利用者負担
請求方法

（利用者負担分を除く）

限度額管理の有無 なし

予防専門型通所サービス 短期集中型通所サービス 教室型

岡崎市の第１号通所事業における通所サービス及び一般介護予防事業の類型

予防専門型通所サービス 通所型サービスＣ 一般介護予防事業

旧介護予防通所介護事業者
社会福祉法人、通所リハビリ事業者、旧介護予防通所介護事業者（介護保険法で定められた運営基準を満たす
ものとして指定を受けた岡崎市内で事業を展開する事業所であること。）

岡崎市内で介護予防事業が
実施可能である事業者

要支援２のかた、要支援２相当の事業対象者のかた
特段の事情がある要支援１のかた

要支援１又は２のかた
事業対象者のかた

限定なし

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＡ/Ｂ なし

機能訓練、レクリエーション、入浴、送迎
※個別サービス計画により実施

「岡崎市介護予防・認知症予防プログラム」を活用した複合プログラムを参考にすること。
※個別サービス計画により実施
※送迎は必要に応じて実施

運動、栄養、口腔、認知症等を
テーマとして介護予防教室を実施

週１～２回程度

・ケアプランに基づき決定。
・利用者のニーズにより回数は異なる。

原則、１クール６か月を限度とし、１回限りの利用とする。
提供回数：通所…６か月（週１回）

訪問…１クールの内に必ず１回以上提供し、最大３回まで提供できる。訪問の提供は、短期集中型
通所サービスの利用が決定した日から終了までの期間内であれば、いつ提供してもよい。
・月初めから参加が可能。
・提供時間は、通所は120分、訪問は60分（通いの場支援有の場合は120分）とする。
・概ね１年間の期間を空け、ケアマネジメントの結果、必要であると判断された場合は、再利用が可能。

２時間程度の教室

事業者指定 委託 委託

運営法人が所有又は賃借する施設で各種法令に合致するもの 運営法人が所有又は賃貸する施設で各種法令に合致するもの 地域福祉センター始め教室開催に適する場所

・食堂・機能訓練室
（３㎡×通所介護及び予防専門型通所介護の利用定員の面積が必要。）
・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な区画
（３㎡×短期集中型通所サービスの利用定員の面積が必要。）
・消火設備その他非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品
※他の事業と同一スペースでの実施が可能（ただし、専用の区画を確保すること。）

定員30名程度の教室の運営に必要な設備

賃金労働者

人員基準等
定員30名程度の教室の運営に必要な従事者 従事者 必要数

配置要件

１名以上 ※１

通所

専従でいずれか１名以上

１名～５名の場合：０名
５名を超える場合：利用者が10名毎に１名以上 ※２

訪問 理学療法士又は作業療法士 いずれか１名以上

※支障がない場合、他事業者の職務（管理者）に従事可。
※１支障がない場合、通所及び訪問の他の職務して従事可、又は同一敷地内の他事業者等の職務に従事可。
※２支障がない場合、同一敷地内の他事業者等の職務に従事可。

賃金労働者 賃金労働者

基本報酬額
加算・減算

通所（送迎無） 5,000円
通所（送迎有・片道） 5,500円
通所 (送迎有・往復） 6,000円
訪問（通常） 9,500円
訪問（通いの場支援有・60分以上） 19,000円

※遠方加算として、送迎距離が片道５㎞を超える毎に片道250円（往復500円）を加算する。

委託内容に基づき算定 なし

１週当たりの標準的な回数を定める場合（包括報酬）

要支援１
事業対象者（要支援１相当）

要支援２
事業対象者（要支援２相当）

１月当たりの回数を定める場合（回数×単価）

要支援１
事業対象者（要支援１相当）

要支援２
事業対象者（要支援２相当）

※上限回数を超える利用があった場合は、「１週当たりの標準的な回数を定める場合（包括報酬）」を算定する。

１単位 10.27円

・定員超過・職員欠員 ：所定単位数の70/100

・高齢者虐待防止措置未実施減算 ：所定単位数の-1/100

・業務継続計画未実施減 ：所定単位数の-1/100
（※）令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の
防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の
策定を行っている場合には、減算を適用しないが、令和７年
４月１日以降においても未策定の場合は、令和６年４月1日

まで遡って減算を適用する。

・同一建物減算 ：-752単位／月（包括報酬3,621単位算定時）
-376単位／月（包括報酬1,798単位算定時）
-94単位／回（回数による算定時）

・送迎減算 ：-47単位／片道
（※）包括報酬1,798単位を算定している場合は１月につき376単位、
包括報酬3,621単位を算定している場合は１月につき752単位

を限度とする。同一建物減算を算定する場合は算定しない。

・生活機能向上グループ活動加算：100単位／月
（※）栄養改善加算、口腔機能向上加算、一体的サービス提供加算の

いずれかを算定している場合は算定しない。

・若年性認知症利用者受入加算 ：240単位／月

・栄養アセスメント加算 ： 50単位／月
（※）栄養改善加算又は一体的サービス提供加算による栄養改善

サービスが提供されている間は算定しない。

・栄養改善加算 ：200単位／月

・口腔機能向上加算（Ⅰ） ：150単位／月
・口腔機能向上加算（Ⅱ） ：160単位／月

・一体的サービス提供加算 ：480単位／月
（※）栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は算定しない。

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：88単位 又は 176単位／月
・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）：72単位 又は 144単位／月
・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）：24単位 又は 48単位／月

・生活機能向上連携加算（Ⅰ） ：100単位／月（３月に１回）
・生活機能向上連携加算（Ⅱ） ：200単位／月

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）：20単位／回（６月に１回）
・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）： 5単位／回（６月に１回）

・科学的介護推進体制加算 ：40単位／月

（～令和６年５月）
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

（令和６年６月～）
・介護職員等処遇改善加算

１割、２割又は３割の負担 材料費や参加費を実費負担
とするなど内容に応じて設定

材料費や参加費を実費負担
とするなど内容に応じて設定国保連経由 市が毎月事業者へ直接支払い

限度額管理あり
（要支援２のかた及び要支援２相当の事業対象者のかた：10,531単位、
要支援１のかた及び要支援１相当の事業対象者のかた：5,032単位）

なし なし

なし
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